
 

 令 和 ５ 年 度 

 事  業  計  画 

 

１ 基本方針 

   岐阜市学校給食会は、学校給食事業の充実発展と、その運営の円滑化と適正化を

図り、長年培ったノウハウを活かして、安全・安心な給食用物資を岐阜市内全ての

市立幼稚園及び小中学校等に安定供給することにより、児童生徒等の心身の健全な

発達に寄与する。 

また、食材の提供等を通して、生涯にわたって豊かな人間性を育む基礎となる「食

育」について、支援を行う。 

 

２ 事業の概要 

（１）安全・安心で良質な物資の供給 

○各学校(園)へ納入する前に品質検査を実施 

    ○食品中の放射性物質等を測定し、その検査結果を公表 

○食物アレルギーを有する児童生徒等のため、各学校(園)や保護者との連携を図

り、きめ細やかな対応を実施 

○学校関係者等で構成される「物資調達委員会」を開催し、安全・安心な給食

用物資を選定し、公平・公正な契約方法により納入業者を決定 

〇感染症対策として各学校(園)へ納入する前に検温を実施 

○食材費等が高騰する中、児童生徒のこれまでどおりの栄養バランス及び量を

保った給食用物資の提供 

 

（２）食育支援 

○「主体的に望ましい食生活を送ることができる児童生徒の育成」を研究主題 

に開催される栄養教諭・学校栄養職員部会研究部会の経費等に対して助成金

を交付 

○地産地消の推進のため、岐阜市内産、岐阜県内産を中心とした給食用物資の 

調達を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年度 岐阜市学校給食会月別計画表 

 

＊その他業務内容 

・ 給食献立作成委員会への出席 

・ 給食物資の衛生検査約２０検体（随時） 

・ 注文書発送（毎月 22日頃） 

・ 各学校から給食用物資購入費の受け入れ（毎月 23日頃）  

・ 入札、見積の案内発送（毎月 25日頃） 

・ 調味料使用見込書発送（毎月 25日頃）   

・ 納入業者からの請求書受領（10日）及び支払い（25日） 

・ 諸会議、給食研究委員会等への出席 

・ 学校給食用食材の放射性物質検査（月５検体） 

   ・ 食材の製造工場、生産地の視察  

   ・ 指定業者の店舗・工場の衛生状況調査 

   ・ 給食関係者と岐阜市農林園芸課等との地場産物安定供給に関する意見交換会の 

開催 

月 会  議  ・  事  業  等 

 
４ 

○ 物資調達委員会（５月分； ４日） 

○ 臨時評議員会(書面評決)(理事の補欠選任；５日) 

○ 臨時理事会(書面評決)(常務理事の選定ほか；１２日) 

○ 給食主任研修(食材に関する報告・協議等；１２日） 

 

５ 

○ 物資調達委員会（６月分； １日） 

○ 監査（４年度事業報告・決算等；９日） 

○ ５年度第１回理事会(役員改選、事業報告・決算関係；１２日) 

○ ５年度第１回評議員会(役員等改選、事業報告・決算関係；２９日) 

６ 
○ 物資調達委員会（７月分； １日） 

○ 物資納入業者衛生指導（検便検査:O157、O26、サルモネラ菌、赤痢菌） 

７ ○ 物資調達委員会（８･９月分； ３日） 

８ ○ 調理実習・食育研修会（食材調達等） 

９ ○ 物資調達委員会（１０月分； ４日） 

１０ ○ 物資調達委員会（１１月分； ２日） 

１１ ○ 物資調達委員会（１２月分； １日） 

１２ ○ 物資調達委員会（ １月分； １日） 

 

１ 

○ 物資調達委員会（ ２月分； ５日）   

○ 物資納入業者衛生指導（検便検査:O157、O26、サルモネラ菌、赤痢菌） 

２ 
○ 物資調達委員会（ ３月分； １日） 

○ ５年度第２回理事会（補正予算関係；１９日） 

 

３ 

○ 物資調達委員会（ ４月分； ４日） 

○ 年間契約物資価格検討会 

○ ５年度第３回理事会(事業計画・収支予算関係；２７日） 


